
令和７ 年 2 月 1 日

8 時 30 分から 17 時 15 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念 豊かに伸びていく可能性をそのうちに秘めている子どもたちの望ましい未来を作り出す力の基礎を培う

事業所名 大館市児童発達支援センターひまわり 作成日支援プログラム

空間や物の概念形成を促し、適切な距離感や行動の習得を支援します。一人一人の認知の特性を理解し、それらを踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるよう支援します。ま
た、こだわりや偏食等に対する支援をします。感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ずる行動障害の予防及び適切行動を身に付けることができるよう支援します。

要求・模倣・注目・追視など、円滑なコミュニケーション能力の獲得を促します。個々の発達段階や興味関心等に応じて、言葉によるコミュニケーションだけでなく、表情や身振り、指
差し、サイン等を用いて意志のやり取りが行えるようにするなど、コミュニケーションに必要な基礎的な能力を身につけることができるよう支援します。具体的な事物や体験と言葉の意
味を結びつけること等により、自発的な発声を促し、生活に必要な言語を身につけることができるよう支援します。

愛着形成と愛着の安定、順番や役割、ルールやマナー、感情のコントロールなど社会生活に適応するために必要な能力の獲得を支援します。人的・物的環境に対する安心感・信頼感・自
己肯定感をはぐくむ支援、不安になった際に、大人が関わることで安心感を得たり、自分の感情に折り合いをつけたりできるよう「安心な基地」の役割を果たせるよう支援します。

支援方針

・児童が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、生活能力向上のために必要な訓練を行い、児童の心身の状況及びその置かれている
  環境に応じて、適正かつ効果的な支援を行う。
・児童の意思及び人格を尊重して常に児童の立場に立った支援の提供に努める。
・地域及び家庭との結びつきを重視し、秋田県、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、児童福祉施設その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努め
る。
・法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準その他の関係法令等を遵守し、事業を実施する。

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

合同日（月１回程度、全年齢対象療育日）・・・母子分離をし、保護者学習会や保護者交流会、親子で参加型の行事を行う。
親子遠足＆ミニ運動会・夏のお楽しみ会・音楽療法・ミュージックケア・親子で運動遊び・クリスマス会・おわかれ会・卒園式
医療療育センターによる巡回相談、発達支援研修会、県北地区集団療育訓練交流会(鹿角市、北秋田市、大館市)、健康診断（２回／年）、比内支援学校との交流会や学校見学

（別添資料１）

家族支援

ペアレントトレーニング、保護者学習会、保護者交流会、家族からの相談に対
する助言や提案、保育所等訪問前後の面談、支援方法の共有、兄弟児の相談、
支援学校見学、支援学校交流会 移行支援

保育所等訪問支援、就学のための小学校及び支援学校見学同行、入園のた
めの保育園等見学同行、就学教育相談への案内、併用事業所との連携、放
課後デイサービスへの移行、様々な情報提供

地域支援・地域連携

基幹相談支援センター、相談支援専門員、教育委員会、巡回支援専門員、特別
支援教育アドバイザー、就学支援員、秋田県立比内支援学校との交流、主任児
童委員・民生委員によるボランティア、臨床心理士・家庭相談員・保健師との
情報共有、民間の児童発達支援事業所、各保育園等

職員の質の向上

各種研修会への参加、ケース検討、内部研修
医療療育センターによる地域支援（療育現場の見学、臨床心理士による巡
回相談）

支　援　内　容

食事・睡眠・排泄・着替えなど、基本的な生活習慣を身につけ、安全な生活が送れるよう支援します。
健康管理・健康診断（年２回）
交通安全・避難訓練（月１回）
総合避難訓練（年１回）

様々な遊びの中で、効果的に能力に応じて全身を使って活動することにより、体を動かす楽しさを味わい、様々な動きを経験する中で、体の動きを調節することができるよう支援しま
す。身体の感覚を刺激し、全身・指先の運動機能(バランス感覚、力の強弱、距離感、など）の発達を促していきます。日常生活に必要な動作や移動能力の向上のための支援をします。感
覚特性を踏まえ、感覚の偏りに対する環境調整等の支援をします。
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